
 令
和

７
年

度
普

通
徴

収
申

請
書

（
福

岡
県

内
市

町
村

用
）

指
定

番
号

　
糸

島
市

長
　

宛
事

業
主

名

こ
の

申
請

書
以

降
の

者
は

、
下

記
理

由
に

よ
り

特
別

徴
収

で
き

な
い

た
め

、
普

通
徴

収
と

し
て

申
請

し
ま

す
。

略
号

理
　

　
　

由
人

数

Ａ
退

職
者

又
は

退
職

予
定

者
（

５
月

末
ま

で
）

人

Ｂ
給

与
の

支
払

い
が

な
い

月
が

あ
る

者
人

Ｃ
年

間
の

給
与

の
支

払
金

額
が

9
3

0
,0

0
0

円
以

下
の

者
人

Ｄ
他

の
事

業
主

か
ら

特
別

徴
収

さ
れ

て
い

る
者

（
乙

欄
該

当
者

）
人

Ｅ
事

業
専

従
者

（
事

業
主

が
個

人
の

場
合

の
み

該
当

）
人

Ｆ
給

与
受

給
者

総
数

が
２

人
以

下

※
全

従
業

員
数

か
ら

Ａ
か

ら
Ｅ

の
該

当
者

を
除

く
人

数
人人

○
普

通
徴

収
申

請
書

の
記

載
要

領

【
給

与
支

払
報

告
書

を
書

面
で

提
出

す
る

場
合

】

 ①
 普

通
徴

収
を

申
請

す
る

従
業

員
の

個
人

別
明

細
書

の
摘

要
欄

に
、

上
記

略
号

の
Ａ

～
Ｆ

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

 ②
 上

記
要

件
に

該
当

す
る

場
合

で
も

、
特

別
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

申
請

の
必

要
は

あ
り
ま

せ
ん

。

 ③
 こ

の
申

請
書

が
提

出
さ

れ
た

場
合

で
も

、
要

件
に

該
当

し
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
特

別
徴

収
義

務
者

と
し

て
指

定
す

る

　
   こ

と
が

あ
り
ま

す
。

 ④
 普

通
徴

収
申

請
書

の
提

出
が

な
い

場
合

、
特

別
徴

収
と

な
り
ま

す
。

※
記

載
要

領
も

ご
確

認
く
だ

さ
い

。

 ⑤
 略

号
Ａ

の
う
ち

退
職

者
は

退
職

年
月

日
、
Ｄ

の
乙

欄
該

当
者

に
つ

い
て

は
乙

欄
を

記
入

す
る

こ
と

に
よ

り
、
略

号
の

記
入

を

【
給

与
支

払
報

告
書

を
ｅ

Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ

や
光

デ
ィ

ス
ク

で
提

出
す

る
場

合
】

 ⑥
 普

通
徴

収
を

申
請

す
る

従
業

員
の

個
人

別
明

細
書

の
普

通
徴

収
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

（
光

デ
ィ
ス

ク
の

場
合

は
、
普

通
徴

収

　
 　

の
コ

ー
ド
入

力
）
を

行
い

、
摘

要
欄

に
も

書
面

に
よ

る
提

出
と

同
様

に
上

記
略

号
の

Ａ
～

Ｆ
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

 ⑦
 ｅ

Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ

や
光

デ
ィ
ス

ク
で

給
与

支
払

報
告

書
を

提
出

す
る

場
合

、
こ

の
申

請
書

の
提

出
は

不
要

で
す

。

　
   た

だ
し

、
上

記
⑥

の
入

力
が

な
い

場
合

、
書

面
で

の
提

出
と

同
様

に
特

別
徴

収
と

な
り
ま

す
。

 ⑧
 退

職
者

（
Ａ

）
は

退
職

年
月

日
を

、
乙

欄
該

当
者

（
Ｄ

）
は

乙
欄

を
入

力
す

る
こ

と
で

略
号

の
入

力
を

省
略

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
。

【
共

通
事

項
】

 ⑨
 上

記
要

件
に

該
当

す
る

場
合

で
も

、
特

別
徴

収
す

る
こ

と
が

出
来

る
と

き
は

申
請

の
必

要
は

あ
り
ま

せ
ん

。

 ⑩
 略

号
Ｆ
は

、
他

市
町

村
を

含
む

全
従

業
員

数
か

ら
Ａ

～
Ｅ
に

該
当

す
る

従
業

員
数

（
他

市
町

村
を

含
む

。
）
を

除
い

た
人

数
が

　
   ２

人
以

下
の

場
合

、
申

請
が

で
き

ま
す

。
た

だ
し

、
人

数
は

糸
島

市
に

居
住

す
る

従
業

員
数

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

 ⑪
 １

人
の

従
業

員
が

複
数

の
項

目
に

該
当

す
る

場
合

は
、
略

号
の

上
位

の
項

目
１
つ

で
申

請
し

て
く
だ

さ
い

。
　
  

普
通

徴
収

申
請

書
　

合
計

人
数

     省
略

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
。

【
提

出
方

法
】

個
人

別
明

細
書

(特
別

徴
収

)

普
通

徴
収

申
請

書

個
人

別
明

細
書

(普
通

徴
収

)

※
一

束
に

し
て

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

総
括

表


